
働き方に中立的な社会保障制度等の構築について 

〇 国民の価値観やライフスタイルが多様化し、働き方の多様化もますます進んで

いる中で、誰もが安心して希望どおりに働くことができる社会保障制度等を構築

することが必要であり、併せて、少子化対策の観点からも、我が国の労働市場や

雇用の在り方について不断に見直しを図っていくことが求められている。 

  このため、以下のような方向での検討を進める必要があるが、その際には、中

小企業を含めた我が国企業による積極的な取組も不可欠であることから、関係す

る事業所管省庁も含め、政府全体で施策の展開に努めるべきである。 

１．勤労者皆保険の実現に向けた方向性について 

○ 働き方の多様化が進む中、どのような働き方でも、被用者としてふさわしいセ

ーフティネットが確保されるよう、その働き方や勤め先の企業規模・業種に関わ

らず、被用者保険（厚生年金保険・健康保険）が適用されることを目指すべき。

○ 短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃、常時５人以

上を使用する個人事業所の未適用業種の解消については、早急に実現すべき。併

せて、円滑に適用拡大を進めるために必要となる方策を検討するべき。

○ ５人未満を使用する個人事業所や、週労働時間２０時間未満の短時間労働者を

被用者保険の適用除外にしている規定についても見直しを進め、被用者保険の適

用拡大を図るべきであり、そのための実務面での課題や国民年金制度との整合性

等にも配慮しつつ、具体的な方策について着実に検討を進めるべき。また、複数

の事業所で勤務する者（マルチワーカー）で、特に、労働時間等を合算すれば適

用要件を満たす場合については、当該事業所においては２０時間未満の場合でも

適用する際に生じる技術面や事務的な課題等に留意しつつ、マイナポータルの活

用も含め、具体的な検討を早急に進め、実現の道を探るべき。

○ フリーランス・ギグワーカーについては、まずは、労働基準法上の「労働者」

に該当する場合は被用者保険が適用される旨を明確化した上で、適用促進のため

必要となる対応を早急に講ずるべき。その上で、上記にあてはまらない場合の社

会保険適用のあり方について、フリーランス・ギグワーカーの実態や諸外国の例

も参考に、新しい類型の検討も含め、引き続き検討すべき。
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○ 女性就労の制約となっていると指摘される社会保障制度や税制等については、

働き方に中立的なものにしていくことが重要。この点に関し、更なる被用者保険

の適用拡大を一層強力に進めていくとともに、被用者保険適用のメリットについ

て、広く国民に対して分かりやすく示していくべき。このほか、第 3 号被保険者

の考え方や在職老齢年金の在り方、自営業者等への保険料賦課の在り方につい

て、年末に向けて更に議論を続ける。 

 

 

２．非正規雇用の方々を取り巻く課題の解決や労働移動の円滑化のために必要とな

る政策等について 

 

○ 非正規雇用労働者となっている若者・子育て世代は、基本給や各種手当の支

給、能力開発機会等における待遇差や雇用の不安定さなどの課題に直面してお

り、こうした実態が少子化の背景にもなっていると考えられる。 

 

○ いわゆる（日本型）「同一労働同一賃金」の履行確保に向けた取組を一層強力

に推進するとともに、正社員と非正規雇用労働者の基本給等における待遇差の解

消に与えた効果を検証し、ガイドライン等の必要な見直しを検討すべき。 

  また、有期契約労働者の雇用の安定を図るために導入された「無期転換ルー

ル」について、その実効性を更に高めるための方策を講ずるべき。 

 

〇 正社員への転換を希望する非正規雇用労働者に対し、キャリアアップ助成金を

通じた支援や、学び直し、職業訓練の支援等を継続的に推進すべき。 

更に、「多様な正社員」の拡充は、非正規雇用労働者の「正規化」にも資するも

のであり、労使双方にとって望ましい形で普及・促進する方策を検討すべき。 

 

○ 若者・子育て世代にとって、多様な働き方やキャリア選択が可能となり、将来

への展望を持ちながら安心して働き、子育てすることができる機能的な労働市場

を整備することが重要。このため、個人のリスキリングなど人材の育成・活性化

のための施策や、継続的なキャリアサポート、職業・職場情報の見える化など労

働移動の円滑化を促進するための施策について、一層強力に推進すべき。 

 

○ また、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保や正社員も含めた労働移動の

円滑化を実現するためにも、被用者保険の適用拡大を着実に進めることが重要で

あり、加えて、非正規雇用労働者の待遇改善や中途採用に関する取組状況等につ

いて、非財務情報の開示対象に加え、企業の取組を促すことも検討すべき。 

 

（以上） 


